
Ⅰ 目標に向けた取組の進捗に関する評価

ⅰ）＋ⅱ）の平均値　 　　（5.0＋4.0）／2＝4.5 4.5

ⅰ）取組の進捗

目標値に対する実績に基づく進捗度（当年度実績）

番号

1

2

3

5.0

ⅱ）取組の方向性に対する評価

専門家による評価の平均値 4.0

Ⅱ 支援措置の活用と地域独自の取組の状況に関する評価

ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）の平均値 　　（3.4＋4.0＋4.2）／3＝3.9 3.9

専門家による評価の平均値 3.4

専門家による評価の平均値 4.0

専門家による評価の平均値 4.2

総合特別区域の進捗に係る事後評価［ライフ・イノベーション分野］

先導的な地域医療の活性化（ライフイノベーション）総合特区
［指定：平成24年7月、認定：平成26年3月］
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評価指標 進捗度 評点

医師不足対策の推進 100% 5

ⅲ） 地域独自の取組の状況の評価

評価指標毎の進捗の評価の平均値 （5×3＋4×0＋3×0＋2×0＋1×0）／3＝5.0

・１つの評価指標に複数の数値目標がある場合は、各数値目標の評価を寄与度に応じて加重平均する。
　（例）評価指標１について、a、b、cという３つの数値目標があり、各数値目標の評点・寄与度がa：5･20%、b：4･10%、
　　　　c：3･70%の場合、5×0.2＋4×0.1＋3×0.7＝3.5で、四捨五入して評価指標１の評価は「４」となる。

ⅰ） 規制の特例措置を活用した事業等の評価

■国との協議の結果、現時点で実施可能なことが明らかになった措置による事業
（事項）
　・「総合メディカルゾーン本部」内を単一の病院とみなした制度・法令上の取扱い（医療従事者の相互派遣）
（概要）
　・国との協議の結果、教育的な指導に関しては、現行法令上、在籍出向や出張命令等の方法により実施可能である（地方
公務員法上の兼業禁止規定等についても問題がない）ことが確認できた。　現在、県立中央病院のＥＲ（救命救急センター）
に徳島大学病院の指導医を配置し、両病院の指導医が共同で研修医の指導にあたっている。

糖尿病対策の推進 108% 5

外国人宿泊者数 115% 5

（事項）
　・「総合メディカルゾーン本部」内を単一の病院とみなした制度・法令上の取扱い（非常時の電気供給）
（概要）
　・国との協議の結果、徳島大学の特別高圧受電設備等を共用する「設備共用受電」という形であれば、現行法令上で可能であ
ることが確認できた。　この見解に基づき、両病院間で責任分界、保安点検、費用負担等を定めた協定について実務者協議を
行った結果、徳島大学、徳島県、四国電力の３者で設備共用受電を実施するため実施内容について合意に至り、平成26年度に
は設備の設計を完了、平成27年度中には、工事を完了した。平成28年度には実地試験後に運用を開始する予定である。

ⅱ） 財政・税制・金融支援の活用実績の評価
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Ⅲ 取組全体にわたる事業の進捗と政策課題の解決に関する評価

（専門家所見（主なもの）） 3.6

専門家による評価（専門家の総合的な所見）の平均値 3.6

Ⅰ、Ⅱ及びⅢを１：１：２の比率で計算 (4.5＋3.9＋3.6×2)／4＝3.9

・医師不足対策としての医学部寄附講座設置や修学資金貸与に関しては、地域医療人材育成の観点から順調に進展し
ていると評価できるが、糖尿病対策は実質的な成果が乏しい。

・今後は、医師の地域偏在・診療科偏在の解決と糖尿病死亡率の改善との結合をより強化する戦略の導入等により、本
来の目標である糖尿病患者数削減を期待する。

・医師の地域偏在・診療科偏在の解決と地域医療の拡充について、施策の効果がわかるような指標の検討が望まれ
る。

・医学部寄附講座設置や修学資金貸与の医師不足対策としての効果、糖尿病対策が実際の臨床にどのような影響を与
えたか、外国人宿泊者数は増えているが医療ツーリズムにつながっているのかなど、これらの施策の成果が判断できる
評価指標を設定する必要がある。

総合評価

3.9
（注）評価に係る評点及び表記の考え方については以下のとおり。
・評価は５～１（評点）で行う。
・進捗度は、100%以上を５、80%以上100%未満を４、60%以上80%未満を３、40%以上60%未満を２、40%未
満を１とする。
・進捗度以外の評価項目における評点は、５：著しく優れている、４：十分に優れている、３：適当であ
る、２：適当であると認めるには不十分である、１：適当であると認められないとする。




